
小売店舗における集団窃盗等の防止等を図るため、上記１～９の施策のうちその施策と同様の施策を

講ずることが小売店舗における集団窃盗等の防止等に効果的な施策について、当該施策と同様の施策を

講ずる（１６条）    ※小売店舗における集団窃盗「等」としては、例えば、畑からの農作物の集団窃盗を想定 

小売店舗における集団窃盗等の防止等に関する施策 

 

法制上・財政上の措置等（６条）、「基本的事項」の策定等（１７条） 公布日施行 

自動車盗難対策等の推進に関する法律案 概要 

１．自動車窃盗等の取締りの強化・迅速化（７条） 〔国・都道府県〕 

①ＡＩ等を用いた捜査の推進、②捜査員の増員等、③県境をまたぐ事案への対処のための都道府県警

察相互間の連携強化、④被害届の簡素化等、⑤国外逃亡犯への対応 等 

２．違法な自動車の解体等が行われている場所〔ヤード〕の運営の抑止等（８条） 〔国・地方公共団体〕 

①所在地・運営実態の情報収集・調査、②立入検査の積極的な実施その他指導・監督の強化、③先進

的取組の共有、④犯罪があると思料される場合の都道府県警察との連携強化 等 

３．盗難自動車の流通の防止（９条） 〔国・地方公共団体〕 

①自動車を手放す際の事業者による本人確認の徹底、②オークション・フリマサイト等での取引防止の

ための取組の促進、③都道府県警察と関係事業者の間の情報提供の強化 等 

４．盗難自動車の輸出の防止（１０条） 〔①②：国、③：国・地方公共団体〕 

①税関における適正手続を経た輸出であることの確認の徹底、②大型Ｘ線検査機器の活用・税関職員

の増員等、③関係機関等の連携強化 等 

５．盗取された自動車の部品の流通の把握（１１条） 〔国〕 

自動車検査証記録事項の見直し等 

６．輸出された盗難自動車の取戻しの支援（１２条） 〔①：国、②：国・地方公共団体〕 

①ＩＣＰＯ等との情報交換、②所有者への連絡体制の強化 等 

７．自動車窃盗等の発生の防止に係る取組の推進（１３条） 〔国・地方公共団体〕 

①防犯指導、防犯カメラの設置の推進等、②イモビカッター等の一般流通の防止 等 

８．調査研究の推進（１４条） 〔国〕 

自動車盗難の実態調査、捜査に活用し得る技術・防犯装置・防犯性能の優れた自動車の研究等 

９．関係者の連携協力に関する措置（１５条） 

①国における関係者の協議の場の設置等、②都道府県における関係者の協議の場の設置等（努力） 

自動車盗難対策 

自動車盗難対策について、その特殊性に鑑みて必要な事項を定めるとともに、小売店舗における集団

窃盗等についても対処 

＜自動車の盗取等の実態等＞ 

・ 盗取後すぐに不正にヤードで解体等され、国内流通・海外輸出がされてしまう 

・ 盗難自動車の早期発見・取戻しが求められている 

・ 自動車の窃盗等の取締りだけでなく、関係する施策が多分野にわたる 

＜小売店舗における集団窃盗等への対応＞ 

・ 自動車の窃盗等と類似性が認められる犯罪に自動車盗難対策の知見を活用 

趣旨・背景 

⇒ これらを目的（１条）・基本方針（３条）で明らかにし、それを受けた国・地方公共団体の責務（４・５条）を規定 

※「自動車」（道路運送車両法２条２項に規定する自動車） 
→ ２輪・特殊自動車を含む自動車全般（原動機付自転車は除く） 
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自動車盗難対策等の推進に関する法律案要綱 

 

第一 総則 

一 目的 （第１条関係） 

 この法律は、自動車の盗難（以下「自動車盗難」という。）の防

止等のためには、その盗取等の実態等を踏まえた多岐にわたる取組

が必要であることに鑑み、自動車盗難の防止等のための取組に関し

国及び地方公共団体が実施する対策（以下「自動車盗難対策」とい

う。）についてその基本となる事項を定めるとともに、あわせて小

売店舗における集団による窃盗等の自動車の窃盗等との類似性が認

められる犯罪の防止等に関する施策について定めることにより、自

動車盗難対策等を総合的に推進し、もって安全で安心して暮らせる

社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

二 定義 （第２条関係） 

 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第２条第２項

に規定する自動車をいう。 

 

三 基本方針 （第３条関係） 

１ 自動車盗難対策は、自動車の盗取が売却による利益を得るため

に行われることが通常であること、盗取した自動車につき、その

盗取後直ちに、外周が塀等で囲まれ外部からその様子を容易に確

認できない場所に運び込んで解体等を行い、国内での売却又は輸

出を行う犯行が一般的であり、かつ、これらの一連の行為が組織

的に行われていること等の実態に即して、適切かつ効果的に行わ

れなければならない。 

２ 自動車盗難対策は、国民にとって自動車が日常生活及び社会生

活における移動のための重要な交通手段であり、その盗難により

大きな支障が生ずること、自動車又はその部品には代替性が乏し

いものもあること等に鑑み、盗取された自動車（その部品を含む。

以下「盗難自動車」という。）を早期に発見し、その取戻しを図

るため、必要な取組が迅速に行われるようにするものでなければ

ならない。 
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３ 自動車盗難対策は、自動車の盗取及び盗難自動車の譲受け等に

係る犯罪（以下「自動車窃盗等」という。）の取締り等に関する

施策のほか、廃棄物の適正な処理に関する施策、自動車の取引に

関する施策その他の多様な分野の施策を含むものであることに鑑

み、これらの施策の間の有機的な連携が図られ、総合的に実施さ

れなければならない。 

４ 小売店舗における集団による窃盗をはじめとして自動車窃盗等

と目的、態様等において類似性が認められる犯罪（以下「小売店

舗における集団窃盗等」という。）について、その防止等を図る

上で自動車盗難対策に係る知見を活用してこれと同様の施策を講

ずることが効果的であると認められる場合においては、その同様

の施策が実施されなければならない。 

 

四 国の責務 （第４条関係） 

 国は、三の基本方針（以下単に「基本方針」という。）にのっと

り、自動車盗難対策及び三の４の施策（以下「自動車盗難対策等」

という。）を総合的に策定し及び実施する責務を有する。 

 

五 地方公共団体の責務 （第５条関係） 

 地方公共団体は、基本方針にのっとり、自動車盗難対策等に関し、

国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応

じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 

 

六 法制上の措置等 （第６条関係） 

 政府は、自動車盗難対策等を実施するために必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

第二 基本的施策 

一 自動車盗難対策  

１ 自動車窃盗等の取締りの強化及び迅速化 （第７条関係） 

 国及び都道府県は、自動車窃盗等の取締りの強化及び迅速化の

ため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 

① 人工知能関連技術を用いて自動車窃盗等の犯人及び盗難自動
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車を追跡する等の先端的な技術を用いた捜査を推進すること。 

② 捜査を行う人員を増員する等の捜査体制の見直しを行うこと。 

③ ２以上の都道府県の区域にまたがる事案に迅速に対処するた

め、都道府県警察相互間の連携を強化すること。 

④ 自動車盗難の被害者による届出の手続を簡素化することその

他の方法により、自動車窃盗等に関する捜査に係る当該被害者

の負担を軽減すること。 

⑤ 自動車窃盗等の犯人が国外へ逃亡した場合に対応するため、

国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に

関する関係機関との連携を強化すること。 

 

２ 違法な自動車の解体等が行われている場所の運営の抑止等 

（第８条関係） 

⑴ 国及び地方公共団体は、違法な自動車の解体又はその解体さ

れた物の保管（以下「違法な自動車の解体等」という。）が行

われている場所の運営を抑止するため、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律その他の法令の適正な実施に関し、次に掲げる施

策その他の必要な施策を講ずるものとする。 

① 違法な自動車の解体等が行われている疑いのある場所につ

いて、その所在地及び運営の実態を把握するために情報を収

集し及び調査すること。 

② ①の場所に関し、立入検査を積極的に実施すること、外国

語による指導及び助言を行うことができるようにすることそ

の他指導及び監督を強化すること。 

③ 違法な自動車の解体等が行われている場所の運営を抑止す

るための先進的な取組に関し、情報を収集し、整理し及び提

供すること。 

⑵ 国及び地方公共団体は、⑴の法令の実施に当たり犯罪がある

と思料される場合における当該実施に係る機関と都道府県警察

との連携を強化するため、必要な施策を講ずるものとする。 

 

３ 盗難自動車の流通の防止 （第９条関係） 

 国及び地方公共団体は、盗難自動車の流通を防止するため、次
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に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 

① 使用済自動車の再資源化等に関する法律第２条第11項に規定

する引取業者、古物営業法第２条第３項に規定する古物商、同

条第５項に規定する古物競りあっせん業者その他１度使用され

た自動車（その部品を含む。③及び４の⑴①において同じ。）

の引渡しを受け、又はそのあっせんを行う事業者に対し、当該

引渡しを行おうとする者の本人確認を徹底するよう促すこと。 

② デジタルプラットフォームにおいて盗難自動車に係る取引が

行われないようにするためにデジタルプラットフォームを提供

する事業者が行う取組を促進すること。 

③ 都道府県警察から自動車の流通に係る関係事業者に対して行

う自動車盗難に関する情報の提供、当該関係事業者から都道府

県警察に対して行う自動車窃盗等の疑いがあると思料される場

合におけるその旨の通報その他の都道府県警察と当該関係事業

者との間における自動車盗難に関する情報の提供を強化するこ

と。 

 

４ 盗難自動車の輸出の防止 （第10条関係） 

⑴ 国は、盗難自動車の輸出を防止するため、税関における取締

りに関し、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

① 道路運送車両法に定める輸出に関する証明書の確認を徹底

すること、使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に

よる解体に関する報告に係る情報を活用することその他の方

法により、適正な手続を経た自動車の輸出であることを確認

する措置を強化すること。 

② 大型のエックス線透視装置等の検査機器を活用すること、

職員を増員すること等により盗難自動車の輸出の取締りに係

る体制を強化すること。 

⑵ 国及び地方公共団体は、盗難自動車の輸出を防止するため、

盗難自動車に関して都道府県警察が有する情報、道路運送車両

法第４条に規定する自動車登録ファイルの記録その他の情報に

ついて、税関、港湾管理者、港湾運送事業者等に提供すること
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その他の盗難自動車の輸出の取締りに係る関係機関等の連携の

強化に必要な施策を講ずるものとする。 

 

５ 盗取された自動車の部品の流通の把握 （第11条関係） 

 国は、盗取された自動車の部品の流通の防止に資するため、道

路運送車両法第58条第２項に規定する自動車検査証記録事項の見

直しその他の当該部品の流通の把握に必要な施策を講ずるものと

する。 

 

６ 輸出された盗難自動車の取戻しの支援 （第12条関係） 

⑴ 国は、輸出された盗難自動車の所有者への取戻しを支援する

ため、国の警察機関と国際刑事警察機構、外国の警察行政機関

その他国際的な警察に関する関係機関との盗難自動車に係る情

報の交換その他の国際的な連携の強化に必要な施策を講ずるも

のとする。 

⑵ ⑴のほか、国及び地方公共団体は、輸出された盗難自動車の

所有者への取戻しを支援するため、国外において盗難自動車が

発見された際の所有者への連絡に係る体制の強化その他の必要

な施策を講ずるものとする。 

 

７ 自動車窃盗等の発生の防止に係る取組の推進 （第13条関係） 

⑴ 国及び地方公共団体は、自動車窃盗等の発生を防止するため、

防犯のための装置を自動車に装着することの啓発その他自動車

の所有者等に対する防犯に係る指導、防犯のための撮影機器の

設置の推進その他の自動車の所有者等による取組を推進するた

めに必要な施策を講ずるものとする。 

⑵ ⑴のほか、国及び地方公共団体は、自動車窃盗等の発生を防

止するため、自動車の盗取の際にその原動機を動かすために使

用される機器が一般に流通することの防止その他の必要な施策

を講ずるものとする。 

 

８ 調査研究の推進 （第14条関係） 

 国は、自動車盗難の実態の調査、自動車窃盗等の捜査に活用し
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得る技術に関する研究、自動車に係る防犯のための装置及び防犯

に係る性能の優れた自動車に関する研究その他の自動車盗難対策

に関する調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとす

る。 

 

９ 関係者の連携協力に関する措置 （第15条関係） 

⑴ 国は、自動車盗難対策の効果的な推進を図るため、警察庁、

財務省、経済産業省、国土交通省、環境省、外務省その他関係

行政機関の職員、関係事業者等の関係者による協議の場を設け

ることその他の関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるも

のとする。 

⑵ 都道府県は、その地域の実情に応じて、当該地域における自

動車盗難対策の効果的な推進を図るため、都道府県警察の職員

その他関係地方公共団体の職員、関係行政機関の職員、関係事

業者等の関係者による協議の場を設けることその他の関係者の

連携協力に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

二 小売店舗における集団窃盗等の防止等に関する施策（第16条関係） 

 国及び地方公共団体は、小売店舗における集団窃盗等の防止等を

図るため、一により講ぜられる施策のうちその施策と同様の施策を

講ずることが小売店舗における集団窃盗等の防止等に効果的な施策

について、当該施策と同様の施策を講ずるものとする。 

 

三 施策の推進に関する基本的事項の策定等 （第17条関係） 

 国家公安委員会及び関係大臣は、一及び二により講ぜられる施策

につき、それらの推進に関する目標、計画その他の基本的事項を定

め、これを公表するものとする。 

 

第三 施行期日 （附則関係） 

 この法律は、公布の日から施行する。 
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と
い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め



 

 
 

 

二 

る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
に
よ
る
窃
盗
等
の
自
動
車
の
窃
盗
等
と
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
犯
罪

の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
盗
難
対
策
等
を
総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
安
全
で
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
動
車
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。 

 

（
基
本
方
針
） 

第
三
条 

自
動
車
盗
難
対
策
は
、
自
動
車
の
盗
取
が
売
却
に
よ
る
利
益
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
こ
と
、

盗
取
し
た
自
動
車
に
つ
き
、
そ
の
盗
取
後
直
ち
に
、
外
周
が
塀
等
で
囲
ま
れ
外
部
か
ら
そ
の
様
子
を
容
易
に
確
認
で
き
な
い

場
所
に
運
び
込
ん
で
解
体
等
を
行
い
、
国
内
で
の
売
却
又
は
輸
出
を
行
う
犯
行
が
一
般
的
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
一
連

の
行
為
が
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
等
の
実
態
に
即
し
て
、
適
切
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

自
動
車
盗
難
対
策
は
、
国
民
に
と
っ
て
自
動
車
が
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
に
お
け
る
移
動
の
た
め
の
重
要
な
交
通
手
段

で
あ
り
、
そ
の
盗
難
に
よ
り
大
き
な
支
障
が
生
ず
る
こ
と
、
自
動
車
又
は
そ
の
部
品
に
は
代
替
性
が
乏
し
い
も
の
も
あ
る
こ



 
 

 

三 

と
等
に
鑑
み
、
盗
取
さ
れ
た
自
動
車
（
そ
の
部
品
を
含
む
。
以
下
「
盗
難
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
早
期
に
発
見
し
、
そ
の

取
戻
し
を
図
る
た
め
、
必
要
な
取
組
が
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

自
動
車
盗
難
対
策
は
、
自
動
車
の
盗
取
及
び
盗
難
自
動
車
の
譲
受
け
等
に
係
る
犯
罪
（
以
下
「
自
動
車
窃
盗
等
」
と
い
う
。
）

の
取
締
り
等
に
関
す
る
施
策
の
ほ
か
、
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
施
策
、
自
動
車
の
取
引
に
関
す
る
施
策
そ
の
他
の

多
様
な
分
野
の
施
策
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
施
策
の
間
の
有
機
的
な
連
携
が
図
ら
れ
、
総
合
的
に
実

施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
に
よ
る
窃
盗
を
は
じ
め
と
し
て
自
動
車
窃
盗
等
と
目
的
、
態
様
等
に
お
い
て
類
似
性
が
認
め
ら

れ
る
犯
罪
（
次
章
第
二
節
に
お
い
て
「
小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
窃
盗
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
防
止
等
を
図
る

上
で
自
動
車
盗
難
対
策
に
係
る
知
見
を
活
用
し
て
こ
れ
と
同
様
の
施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
同
様
の
施
策
が
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
国
の
責
務
） 

第
四
条 

国
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
方
針
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
自
動
車
盗
難

対
策
及
び
前
条
第
四
項
の
施
策
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
自
動
車
盗
難
対
策
等
」
と
い
う
。
）
を
総
合
的
に
策
定
し
及
び



 

 
 

 

四 

実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

 

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
五
条 
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
方
針
に
の
っ
と
り
、
自
動
車
盗
難
対
策
等
に
関
し
、
国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の
連

携
を
図
り
つ
つ
、
そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

 

（
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
六
条 

政
府
は
、
自
動
車
盗
難
対
策
等
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
二
章 

基
本
的
施
策 

 
 

 
 

第
一
節 

自
動
車
盗
難
対
策 

 

（
自
動
車
窃
盗
等
の
取
締
り
の
強
化
及
び
迅
速
化
） 

第
七
条 

国
及
び
都
道
府
県
は
、
自
動
車
窃
盗
等
の
取
締
り
の
強
化
及
び
迅
速
化
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の
他
の
必
要

な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

人
工
知
能
関
連
技
術
（
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す



 
 

 

五 

る
人
工
知
能
関
連
技
術
を
い
う
。
）
を
用
い
て
自
動
車
窃
盗
等
の
犯
人
及
び
盗
難
自
動
車
を
追
跡
す
る
等
の
先
端
的
な
技

術
を
用
い
た
捜
査
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

二 

捜
査
を
行
う
人
員
を
増
員
す
る
等
の
捜
査
体
制
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
ま
た
が
る
事
案
に
迅
速
に
対
処
す
る
た
め
、
都
道
府
県
警
察
相
互
間
の
連
携
を
強
化
す

る
こ
と
。 

 

四 

自
動
車
盗
難
の
被
害
者
に
よ
る
届
出
の
手
続
を
簡
素
化
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
自
動
車
窃
盗
等
に
関
す
る

捜
査
に
係
る
当
該
被
害
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
。 

 

五 

自
動
車
窃
盗
等
の
犯
人
が
国
外
へ
逃
亡
し
た
場
合
に
対
応
す
る
た
め
、
国
際
刑
事
警
察
機
構
、
外
国
の
警
察
行
政
機
関

そ
の
他
国
際
的
な
警
察
に
関
す
る
関
係
機
関
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

（
違
法
な
自
動
車
の
解
体
等
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
の
運
営
の
抑
止
等
） 

第
八
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
違
法
な
自
動
車
の
解
体
又
は
そ
の
解
体
さ
れ
た
物
の
保
管
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
違

法
な
自
動
車
の
解
体
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
の
運
営
を
抑
止
す
る
た
め
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
適
正
な
実
施
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の
他
の



 

 
 

 

六 

必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 
違
法
な
自
動
車
の
解
体
等
が
行
わ
れ
て
い
る
疑
い
の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
、
そ
の
所
在
地
及
び
運
営
の
実
態
を
把
握
す

る
た
め
に
情
報
を
収
集
し
及
び
調
査
す
る
こ
と
。 

 

二 

前
号
の
場
所
に
関
し
、
立
入
検
査
を
積
極
的
に
実
施
す
る
こ
と
、
外
国
語
に
よ
る
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
指
導
及
び
監
督
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

三 

違
法
な
自
動
車
の
解
体
等
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
の
運
営
を
抑
止
す
る
た
め
の
先
進
的
な
取
組
に
関
し
、
情
報
を
収
集

し
、
整
理
し
及
び
提
供
す
る
こ
と
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
法
令
の
実
施
に
当
た
り
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
実
施
に
係

る
機
関
と
都
道
府
県
警
察
と
の
連
携
を
強
化
す
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
盗
難
自
動
車
の
流
通
の
防
止
） 

第
九
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
盗
難
自
動
車
の
流
通
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
引



 
 

 

七 

取
業
者
、
古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
古
物
商
、
同
条
第
五
項
に
規
定

す
る
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
そ
の
他
一
度
使
用
さ
れ
た
自
動
車
（
そ
の
部
品
を
含
む
。
第
三
号
及
び
次
条
第
一
項
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
引
渡
し
を
受
け
、
又
は
そ
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
事
業
者
に
対
し
、
当
該
引
渡
し
を
行
お
う
と
す

る
者
の
本
人
確
認
を
徹
底
す
る
よ
う
促
す
こ
と
。 

 

二 

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律

（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
盗
難
自
動
車
に
係
る
取
引
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
を
提
供
す
る
事
業
者
が
行
う
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
。 

 

三 

都
道
府
県
警
察
か
ら
自
動
車
の
流
通
に
係
る
関
係
事
業
者
に
対
し
て
行
う
自
動
車
盗
難
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
当
該

関
係
事
業
者
か
ら
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
行
う
自
動
車
窃
盗
等
の
疑
い
が
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
旨

の
通
報
そ
の
他
の
都
道
府
県
警
察
と
当
該
関
係
事
業
者
と
の
間
に
お
け
る
自
動
車
盗
難
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
強
化
す

る
こ
と
。 

 

（
盗
難
自
動
車
の
輸
出
の
防
止
） 



 

 
 

 

八 

第
十
条 

国
は
、
盗
難
自
動
車
の
輸
出
を
防
止
す
る
た
め
、
税
関
に
お
け
る
取
締
り
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の
他
の
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

道
路
運
送
車
両
法
に
定
め
る
輸
出
に
関
す
る
証
明
書
の
確
認
を
徹
底
す
る
こ
と
、
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
解
体
に
関
す
る
報
告
に
係
る
情
報
を
活
用
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
適
正
な
手
続
を

経
た
自
動
車
の
輸
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

二 

大
型
の
エ
ッ
ク
ス
線
透
視
装
置
等
の
検
査
機
器
を
活
用
す
る
こ
と
、
職
員
を
増
員
す
る
こ
と
等
に
よ
り
盗
難
自
動
車
の

輸
出
の
取
締
り
に
係
る
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
盗
難
自
動
車
の
輸
出
を
防
止
す
る
た
め
、
盗
難
自
動
車
に
関
し
て
都
道
府
県
警
察
が
有
す
る

情
報
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
条
に
規
定
す
る
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
そ
の
他
の
情
報
に
つ
い
て
、
税
関
、
港
湾
管

理
者
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
港
湾
管
理
者
を
い
う
。
）
、
港
湾
運

送
事
業
者
（
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
港
湾
運
送
事
業
者
を

い
う
。
）
等
に
提
供
す
る
こ
と
そ
の
他
の
盗
難
自
動
車
の
輸
出
の
取
締
り
に
係
る
関
係
機
関
等
の
連
携
の
強
化
に
必
要
な
施

策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



 
 

 

九 

 
（
盗
取
さ
れ
た
自
動
車
の
部
品
の
流
通
の
把
握
） 

第
十
一
条 

国
は
、
盗
取
さ
れ
た
自
動
車
の
部
品
の
流
通
の
防
止
に
資
す
る
た
め
、
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
の
見
直
し
そ
の
他
の
当
該
部
品
の
流
通
の
把
握
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
輸
出
さ
れ
た
盗
難
自
動
車
の
取
戻
し
の
支
援
） 

第
十
二
条 

国
は
、
輸
出
さ
れ
た
盗
難
自
動
車
の
所
有
者
へ
の
取
戻
し
を
支
援
す
る
た
め
、
国
の
警
察
機
関
と
国
際
刑
事
警
察

機
構
、
外
国
の
警
察
行
政
機
関
そ
の
他
国
際
的
な
警
察
に
関
す
る
関
係
機
関
と
の
盗
難
自
動
車
に
係
る
情
報
の
交
換
そ
の
他

の
国
際
的
な
連
携
の
強
化
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
輸
出
さ
れ
た
盗
難
自
動
車
の
所
有
者
へ
の
取
戻
し
を
支
援
す

る
た
め
、
国
外
に
お
い
て
盗
難
自
動
車
が
発
見
さ
れ
た
際
の
所
有
者
へ
の
連
絡
に
係
る
体
制
の
強
化
そ
の
他
の
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
自
動
車
窃
盗
等
の
発
生
の
防
止
に
係
る
取
組
の
推
進
） 

第
十
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
動
車
窃
盗
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
防
犯
の
た
め
の
装
置
を
自
動
車
に
装
着

す
る
こ
と
の
啓
発
そ
の
他
自
動
車
の
所
有
者
等
に
対
す
る
防
犯
に
係
る
指
導
、
防
犯
の
た
め
の
撮
影
機
器
の
設
置
の
推
進
そ
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の
他
の
自
動
車
の
所
有
者
等
に
よ
る
取
組
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
動
車
窃
盗
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
自
動
車
の
盗
取

の
際
に
そ
の
原
動
機
を
動
か
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
機
器
が
一
般
に
流
通
す
る
こ
と
の
防
止
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
調
査
研
究
の
推
進
） 

第
十
四
条 

国
は
、
自
動
車
盗
難
の
実
態
の
調
査
、
自
動
車
窃
盗
等
の
捜
査
に
活
用
し
得
る
技
術
に
関
す
る
研
究
、
自
動
車
に

係
る
防
犯
の
た
め
の
装
置
及
び
防
犯
に
係
る
性
能
の
優
れ
た
自
動
車
に
関
す
る
研
究
そ
の
他
の
自
動
車
盗
難
対
策
に
関
す
る

調
査
研
究
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
関
係
者
の
連
携
協
力
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
五
条 

国
は
、
自
動
車
盗
難
対
策
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
警
察
庁
、
財
務
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、

環
境
省
、
外
務
省
そ
の
他
関
係
行
政
機
関
の
職
員
、
関
係
事
業
者
等
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
の

関
係
者
の
連
携
協
力
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
は
、
そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
当
該
地
域
に
お
け
る
自
動
車
盗
難
対
策
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
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都
道
府
県
警
察
の
職
員
そ
の
他
関
係
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
、
関
係
事
業
者
等
の
関
係
者
に
よ
る

協
議
の
場
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
の
関
係
者
の
連
携
協
力
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

第
二
節 

小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
窃
盗
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策 

第
十
六
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
窃
盗
等
の
防
止
等
を
図
る
た
め
、
前
節
の
規
定
に
よ
り
講

ぜ
ら
れ
る
施
策
の
う
ち
そ
の
施
策
と
同
様
の
施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
窃
盗
等
の
防
止
等
に
効
果
的

な
施
策
に
つ
い
て
、
当
該
施
策
と
同
様
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

第
三
節 

施
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
策
定
等 

第
十
七
条 

国
家
公
安
委
員
会
及
び
関
係
大
臣
は
、
前
二
節
の
規
定
に
よ
り
講
ぜ
ら
れ
る
施
策
に
つ
き
、
そ
れ
ら
の
推
進
に
関

す
る
目
標
、
計
画
そ
の
他
の
基
本
的
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 





 
 

 

一
三 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

自
動
車
の
盗
難
の
防
止
等
の
た
め
に
は
、
そ
の
盗
取
等
の
実
態
等
を
踏
ま
え
た
多
岐
に
わ
た
る
取
組
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
、
自
動
車
盗
難
対
策
に
つ
い
て
そ
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
に
よ

る
窃
盗
等
の
自
動
車
の
窃
盗
等
と
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
犯
罪
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

自
動
車
盗
難
対
策
等
を
総
合
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


